
    平成２３年度勝浦市職員採用試験 実施要領 

 

 勝浦市では、千葉県市町村職員総合事務組合により実施される統一試験により採用

試験を実施します。 

 

１．採用職種及び採用人数 

 （１）一般行政職（初級）    若干名 

 （２）土木職（初級）      若干名 

 （３）保育士          若干名 

 （４）保健師          若干名 

   

２．試験日程 

 ・全職種共通 （第１次試験） 平成２３年９月１８日（日） 

        （受付期間）  平成２３年８月１日（月）から８月１２日（金） 

        （第２次試験） 面接試験（個別）により実施します。日程につい

ては、第１次試験合格者に別途通知します。 

 

３．試験会場 

 ・全職種共通  勝浦市役所４階大会議室 

  ＊受験者数によって変更となる場合があります。 

 

４．受験資格 

 ・受験資格は下記のとおりです。 

区 分（ 職 種 ） 受 験 資 格 

一般行政職 

初 級 
昭和５８年４月２日から平成６年４月１日までに

生まれた方で、学歴は問いません。 
土 木 職 

保 育 士 

昭和５８年４月２日から平成４年４月１日までに

生まれた方で、資格を有する方又は平成２４年３月

３１日までに資格取得見込みの方。 

保 健 師 

昭和５８年４月２日から平成３年４月１日までに

生まれた方で、資格を有する方又は平成２４年３月

３１日までに資格取得見込みの方。 

   ただし、次のいずれかに該当する方は受験できません。  

（１）日本国籍を有しない方  

（２）成年被後見人、又は被保佐人  

（３）禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けるこ

とがなくなるまでの方  

（４）勝浦市の職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過

しない方  

（５）日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政

党その他の団体を結成し、又はこれに加入した方 



 

 

５．試験問題（第１次試験） 

 ・試験科目及び所要時間等は下記のとおりです。 

区分（ 職種 ） 科 目 時 間 科 目 時 間 試験の程度 

一般行政職 

初級 

一般教養              

（択一式） 
各 2 時間 

作 文 1 時間 

高校卒程度 

土 木 職 
専 門                      

（択一式） 
1.5 時間 

保 育 士  
専 門  

（択一式） 
1.5 時間 短大卒程度 

保 健 師  
専 門  

（択一式） 
1.5 時間 短大卒程度 

＊上記のほか、全ての職種において、一般性格診断検査（150 題：30 分）を実施します。 

 

６．受験案内について 

 ・受験案内は、７月１１日（月）より配布します。配布場所は市役所総務課となり

ます。なお、電話及びメールによる請求はできません。 

  ＊郵送を希望される方は、封筒に「試験申込書請求」と朱書きのうえ、１２０円

切手を貼った宛先明記の返信用封筒（Ａ４版）を同封し、総務課職員係まで送

付してください。 

【送付先】 

               〒299－5292 

                千葉県勝浦市新官１３４３番地の１ 

                勝浦市役所 総務課 職員係 

 

７．応募の受付等 

 ・応募の受付は、受験申込書等に必要事項を記入のうえ、応募期間内に直接又は郵

送により提出してください。なお、電話及びメールによる申込みはできません。 

また、受付日に消印を確認しますので、申込書の送付は宅配便やメール便を使用

せず、必ず郵便を利用してください。 

郵送方法の指定はしませんが、普通郵便で郵送した場合の事故等（宛先の誤記や

料金不足により届かない場合、消印で日付を確認できない場合等）については責任

を負いません。 

  ＊郵送については、提出期限日（平成２３年８月１２日）の消印有効とします。 

 

８．合否（採用）の決定 

 ・合否（採用）の決定については、前記５の第１次試験及び第２次試験等の結果に

基づき行います。ただし、第１次試験の結果により不合格となった場合は、第２次

試験はありません。 

  また、保育士及び保健師資格取得見込の者が同資格を取得できなかった場合は、

ただちに採用（内定）を取り消します。 

 

 



 

 

９．採用予定日 

 ・平成２４年４月１日付けでの採用を予定しています。 

 

10．試験職種と主な職務内容等 

一般行政職 

（初 級） 

主に市長部局及び各種行政委員会に勤務し、直接市民と接す

る窓口業務をはじめ、総務・企画・財政・観光商工・福祉・

学校教育等に従事します。 

【主な配属先】 

市役所のほぼすべての部門 

土 木 職 

（初 級） 

主に建設部門に勤務し、道路の整備・各種土木調査・企画設

計・施工管理等の業務に従事します。 

【主な勤務先】 

都市建設課・農林水産課など 

保 育 士 

主に市内の各保育所に勤務し、児童の保育に関する業務に従

事します。 

【主な勤務先】 

市内の各保育所・児童館・福祉課など 

保 健 師 

主に介護部門に勤務し、市民の健康診断・福祉・健康づくり

の促進・保健指導などの事務に従事します。 

【主な配属先】 

介護健康課・福祉課など 

 

11．給与・勤務時間等 

 ◎初任給 

  各職種における初任給は下記のとおりです。 

一般行政職 

（初 級） 
高校卒月額 １４４，５００円 

短大卒月額  １５８，７００円 

大学卒月額 １７８，８００円 

土 木 職 

（初 級） 

保 育 士 

保 健 師 
短大卒月額 １８５，８００円 

大学卒月額 １９１，６００円 

    ＊年齢及び就業経験により加算がある場合があります。 

 

 ◎期末・勤勉手当 

  給料月額及び扶養手当を算定基礎とし、年間３．９５月分（平成２２年度実績）

の期末・勤勉手当が支給されます。 

 

 



 

 

 ◎各種手当 

  扶養手当、通勤手当、住居手当などの各種手当がそれぞれの支給要件により支給

されます。 

 

 ◎勤務時間と休日 

  勤務時間：午前８時３０分から午後５時１５分まで（休憩１時間を含む） 

  休  日：週休日（土曜・日曜日）及び祝日 

       ＊ただし、職場の勤務によって異なる場合があります。 

        また、年次有給休暇や特別休暇などもあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              問合せ先 

    勝浦市役所 総務課 職員係 

               ＴＥＬ ０４７０－７３－６６４３ 

               ＦＡＸ ０４７０－７３－３９３７ 

               E-mail  syokuin-s@city-katsuura.jp 

mailto:syokuin-s@city-katsuura.jp

